
1 

 

四万十町教育委員会会議録（平成３０年６月定例会） 

 

 

１．日 時   平成３０年６月５日（火）９：００～１０：２０ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者 

 教 育 長  川上哲男 

 教 育 委 員  宮﨑正行  岡林雅子  横山順一  佐々倉愛 

 事 務 局  教育次長     熊谷敏郎 

生涯学習課    課長  林 瑞穂 

学校教育課    課長  西谷典生  副課長  東 孝典 

教育政策監  青木和香  研修指導員  下司三和 

 

４．傍聴者 

  ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （岡林雅子委員） 

（４）議題 

①承認第１号 専決処分の承認について（四万十町教育研究所運営委員会委員の委嘱） 

②議案第１号 四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱又は任命について 

③議案第２号 四万十町立図書館管理規則の一部を改正する規則について 

（５）協議事項 

なし 

（６）報告事項 

①平成３０年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果について 

②四万十町立小中学校等適正配置計画の見直しに伴う地域会について 

（７）その他 

①教科書採択について 

②小鳩保育所移転整備事業スケジュールについて 

③文化的施設ワークショップ開催について 

  ④６月定例町議会について 

  ⑤「学びの時間」について 

  ⑥高岡地区市町村教育委員会連合会夏季研修について 
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６．議 事 

教育長 ： これより四万十町教育委員会、平成３０年６月の定例会を開会いたします。 

      議題に入る前に、議案第１号と報告事項①につきましては個人情報等を含んだ案件

であるため、会議を非公開にしたいと思いますが、皆さんよろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは異議ないものと認めさせていただいて、議案第１号及び報告事項①につき

ましては非公開といたします。 

      それでは、議題に入っていきます。承認第１号 専決処分の承認について（四万十

町教育研究所運営委員会委員の委嘱）、事務局の説明を求めます。 

 

        （事務局より、承認第１号 専決処分の承認について（四万十町教育研究所運

営委員会委員の委嘱）、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。委員の皆さんからお聞きしたいことなど、何かご意見

などございませんか。 

      専決処分ということでございます。承認第１号 専決処分の承認について（四万十

町教育研究所運営委員会委員の委嘱）、は承認ということでよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、承認第１号 専決処分の承認について（四万十町教育研究所運営委員会

委員の委嘱）、は承認といたします。 

      続いて、議案第１号、これは非公開ということになるわけでございます。議案第１

号 四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱又は任命について、事務局の説明を求

めます。 

 

       （事務局より、議案第１号 四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱又は任命

について、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件につきまして、委員の皆様方からご意見、また

はお聞きしたいことなどがありましたらお願いします。委員の皆さん、よろしいです

か。ありませんか。 

      それでは、議案第１号 四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱又は任命につい

て、承認ということでよろしいでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 議案第１号 四万十町放課後子ども教室運営委員の委嘱又は任命については、承認

をされました。続いて、議案第２号 四万十町立図書館管理規則の一部を改正する規

則について、事務局の説明を求めます。 

 

       （事務局より、議案第２号 四万十町立図書館管理規則の一部を改正する規則に 

ついて、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありました。この件につきまして委員の皆さんのご意見を求めます。

ご意見、またお聞きしたいことなどございませんか。 

宮﨑委員： もちろん賛成ですが、以前の館長が認める場合は、実際もしあったらどういうこと
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をしてましたか。右の改正前のところですが、なかなか借りにくかったのですか。 

林生涯学習課長： 同居家族に限り館長が認める場合は、代理貸出をできるということで、非常に限定

的にしておりました。そこで、同居家族以外で、例えば施設の職員さんが、入院して

いる方や、施設に入所されている方が借りたいけれど、図書館に来れない場合とかに

代理人の方に貸し出しをして本を借りれるということも出来る改正にいたしました。 

教育長 ： よろしいですか。他にありませんか。 

横山委員： 自分も利便性の向上とか、それから混乱もなかったということで、これは十分じゃ

ないかなと思います。賛成です。 

教育長 ： 他委員の皆さん、よろしいですか。 

      それでは、他にご意見、ご異議がないということでございます。議案第２号四万十

町立図書館管理規則の一部を改正する規則については、承認ということでよろしいで

すか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 議案第２号 四万十町立図書館管理規則の一部を改正する規則については、承認を

されました。続いて、協議事項はございません。 

      ５番の報告事項の①でございます。これは非公開ということでございます。報告事

項 ①平成３０年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果について、事務局の説明

を求めます。 

 

       (事務局より、報告事項 ①平成３０年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果

について、説明する。) 

 

教育長 ： 平成３０年度全国学力・学習状況調査の自校採点結果というところで説明がありま

した。このことにつきまして、何かお聞きしたいことなどございませんか。 

      小休とさせていただきます。 

  

       （小休止） 

 

教育長 ： それでは、正常に復させていただいて、報告事項 ①平成３０年度全国学力・学習

状況調査の自校採点結果について、を終わらせていただきます。 

全委員 ： はい。   

教育長 ： 続いて、報告事項 ②四万十町立小中学校等正配置計画の見直しに伴う地域会につ

いて、事務局の説明を求めます。 

    

       （事務局より、報告事項 ②四万十町立小中学校等正配置計画の見直しに伴う地 

       域会について、説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、報告事項②ということで、四万十町立小中学校適正配置計画の見直しに伴

う地域会についてというところで、報告がございました。このことにつきまして何か

お聞きしたいことなどございませんか。 

      小休とさせていただいてご自由にご発言いただけたらと思いますが。 

  

      （小休止） 
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教育長 ： それでは、正常に復させていただきまして、報告事項 ②四万十町立小中学校適正

配置計画の見直しに伴う地域会について、を終わらせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ：６番のその他に移ります。その他 ①教科書採択について、事務局より説明をお願い

します。 

 

       （事務局より、その他 ①教科書採択について、説明する。） 

 

教育長 ： 教科書採択について、説明がございました。その他 ①教科書採択についてよろし

いですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、その他 ②小鳩保育所移転整備事業スケジュールについて、事務局より説

明をお願いします。 

 

       （事務局より、その他 ②小鳩保育所移転整備事業スケジュールについて、説 

      明する。） 

 

教育長 ： 小鳩保育所整備計画の変更について、説明がございました。その他 ②小鳩保育所

移転整備事業スケジュールについて、よろしいですか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： 続いて、その他 ③文化的施設ワークショップ開催について、事務局より説明をお

願いします。   

 

       （事務局より、その他 ③文化的施設ワークショップ開催について、説明する。） 

 

教育長 ： 文化的施設のワークショップについての説明がございました。その他 ③文化的施

設ワークショップ開催について、終わらせていただきます。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： その他、事務局よりございませんか。       

 

        （事務局より、その他 ④６月定例町議会について、 ⑤「学びの時間」につ 

        いて、情報提供を行った。） 

 

        （教育長より、その他 ⑥高岡地区市町村教育委員会連合会夏季研修につい 

        て、日程を説明する。） 

 

教育長 ： あと、みなさんのほうで何かございませんか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： それでは、本日の日程は全て終了しましたので、教育委員会、平成３０年６月定例

会を閉会します。 
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（閉会） 

 

 

 

 

 

７月の定例委員会予定   平成３０年７月１０日（火） 

 

 

 

 

 

        教育長 ：                      

 

 

 

 

 

        署名人 ：                       

 


